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熱中症予防のためにできること

【Ｐ１】熱中症予防のためにできること
【Ｐ２】野菜を食べて健康寿命を延ばしましょう︕
【Ｐ３】職場でできる健康づくり〜正しい姿勢とは〜
【Ｐ４】地域産業保健センター（地さんぽ）からのご案内

▼令和７年７･８月号トピックス

熱中症とは，熱い環境で体温の調整ができなくなった状態で，めまいや吐き気，
頭痛，失神等様々な症状をきたし，最悪の場合は死に至る疾患です。誰でも発症
する可能性があり，屋外や運動中だけでなく，屋内で何もしてないときでも発症
する可能性があります。
日頃から以下のポイントを意識し，特に暑い日は体調の変化に気をつけ，熱中

症を予防しましょう。

熱中症予防のためのポイント︕

① 扇風機やエアコンで
温度をこまめに調節

② 遮光カーテン,す
だれ，打ち水を利用

③ 外出時には日傘
や帽子を着用

④ 天気のよい日は
日陰の利用，こま
めな休憩

⑤ 吸湿性・速乾性の
ある通気性のよい衣
服を着用

⑥ 保冷剤，氷，冷たい
タオルなどでからだを
冷やす

⑦ のどの乾きを感じて
いなくてもこまめに水
分・塩分などを補給

その他，熱中症予防のための情報・資料について，厚生労働省のHPに記載
がありますので，右記2次元コードもしくは，以下URLより御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo
u/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo


８月31日は語呂合わせでヤ・サ・イ（野菜）の日です︕
野菜摂取量の目標値が350ｇですので，小皿１皿分の野菜量を

70gとすると，１日５皿分をとるのが目標です。
この機会に，普段の食事に野菜（小皿１皿分）を

プラスしてみませんか︖
代表的な野菜素材の70gの目安量

健康かごしま２１（鹿児島県健康増進課）フェイスブックＵＲＬ

https://www.facebook.com/kenko.kagoshima
「健康かごしま２１フェイスブック」で検索してください。

（問い合わせ先）
鹿児島県健康増進課
ＴＥＬ０９９－２８６－２７１７

健康かごしま21Facebookのご案内

健康かごしま２１Facebookは，鹿児島県健康増進課の公式フェイスブック（鹿児島県公式ＳＮＳの１つ）です。

職場や家庭での健康づくり等，どなたでも役に立つ情報や，各種健康づくりに関するイベント等の最新情
報を随時発信しています。

パソコン，スマートフォン等をお持ちの方は，日頃の健康づくりの参考にぜひご利用ください。

野菜の摂取量について
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１日の野菜摂取量

全国 本県 目標値

県：令和４年度県民健康・栄養調査
国：令和５年国民健康・栄養調査

本県における１日あたりの野菜摂取量は
271.4ｇで令和４年度は全国平均を上回って
いますが，野菜摂取量の目標値350gと比較
すると，本県における１日あたりの野菜摂取
量は約80ｇ足りない状況です。

（g）

＜なぜ野菜350g︖＞
１日の食事の「野菜」摂取量を350g程度

にすることで，食物繊維やビタミン，ミネラ
ル等のバランスを取りやすくなります︕

野菜を食べて健康寿命を延ばしましょう︕

県では野菜摂取の啓発用動画を作成し，鹿児島県公式YouTubeチャンネルで公
開しています︕右記2次元コードもしくは，以下URLより是非ご視聴ください︕
https://www.pref.kagoshima.jp/aa02/move/5ch/kenzo_yassai.html

約80ｇ
足りない

https://www.facebook.com/kenko.kagoshima
https://www.pref.kagoshima.jp/aa02/move/5ch/kenzo_yassai.html




鹿児島産業保健総合支援センター （ ☎ 099-252-8002 ）

◆ 健康診断の結果についての医師からの意見聴取（就業判定）
健康診断の結果（有所見者に係るものに限ります。）、健康を保持するために必要な措置について、事業者から
の意見聴取に対し、意見を述べます。

◆ 労働者の健康管理に係る相談（健康相談）
■脳・心臓疾患関係の主な検査項目（血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図
検査）等の有所見者に対し、保健指導を実施します。

■不眠など、メンタルヘルス不調を自覚する労働者や労働者を使用する事業者からの相談に応じます。

◆ 長時間労働者に対する面接指導
時間外・休日労働が長時間に及び、疲労の蓄積が認められる労働者を対象として医師による面接指導の実施
と、面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見を述べます。

◆ ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した労働
者を対象として医師による面接指導の実施と、面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴
取に対し、意見を述べます。

◆ 訪問による産業保健指導
医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、健康管理等の状況を
踏まえ、総合的な助言・指導を行います。

詳しくはHPをご覧ください

▶ ▶ ▶ 鹿児島産保 検索

地域産業保健センター（地さんぽ）のご案内

独立行政法人 労働者健康安全機構
お問合せ先

働く人の「こころ」と「からだ」の健康をサポートします！

産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場の皆様
職場における健康づくりでお困りではありませんか？

健診は全員済んだけど・・。
就業判定って何？
健診を受けた後に何かしないといけないの？

社員の時間外労働が多い・・。
社員の健康が心配。

社員も高齢化していて、健診結果も年々悪く
なっている人が目立つ・・・・・。
改善する方法はないかしら？

地域産業保健センター（地さんぽ）が無料で健康づくりのお手伝いをします！

☆ 地さんぽのご利用には、事前のお申込みが
必要です。

☆ 提供するサービスは全て「無料」ですが、
利用回数には制限があります。

お
申
込
み
先
の
地
域
窓
口

鹿児島地域産業保健センター ☎099-226-3801

北薩地域産業保健センター ☎0996-21-1900

鹿屋・肝属地域産業保健センター ☎0994-40-5441

姶良・伊佐地域産業保健センター ☎0995-42-9913

南薩地域産業保健センター ☎0993-53-7601

曽於地域産業保健センター ☎099-482-0234

大島郡地域産業保健センター ☎0997-53-1993


